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当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役全員の賛成により「当社の財務および事業の

方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を決定するとともに、「当社株式の大規模買

付行為への対応策」（以下「本プラン」といいます。）の導入を以下のとおり決定いたしましたの

で、お知らせいたします。本プランは、株式移転により本日付で当社の完全子会社となった日本軽

金属株式会社の第１０３回定時株主総会において株主の皆さまの承認をいただきました日本軽金属

株式会社の「当社株式の大規模買付行為への対応策」と実質的に同内容であります。 

本プランにつきましては、社外監査役３名を含む当社監査役６名はいずれも、本プランの具体的

運用が適正に行われることを条件として、本プランに賛成する旨の意見を述べております。 

本プランは、当社取締役会の決定に基づき本日より発効することといたしますが、本プランの重

要性に鑑み、本プランの有効期限は、平成２５年６月３０日までに開催される当社第１回定時株主

総会の終結の時までとし、以降、本プランの更新（一部修正した上での継続も含みます。）につい

ては、当社の株主総会において改めて株主の皆さまのご承認をいただくことといたします。 

なお、本日現在、当社株式の大規模な買付行為に関する具体的提案はなされておりません。 

また、日本軽金属株式会社の「当社株式の大規模買付行為への対応策」は、本日開催の日本軽金

属株式会社取締役会において、本日付で廃止することを決定いたしました。 

 

 

Ⅰ．当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

 

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社を支える様々なステ

ークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的

に確保し、向上させる者でなければならないと考えます。 

したがって、当社は、特定の者またはグループ（特定の者またはグループを以下「買付者」と

いいます。）による、当社の財務および事業の方針の決定を支配することを目的とする当社株式

の大規模な買付行為や買付提案であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するも

のであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式上場会社として当社株式の

自由な売買が認められている以上、買付者の大規模な買付行為に応じて当社株式を売却するか否

かは、最終的には株主の皆さまのご判断に委ねられるべきものです。 

しかしながら、株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等から見て企業価値ひ

いては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を強要するおそれ

のあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付行為や買付提案の内容等について検討し、あるい

は対象会社の取締役会が代替案を提案するために合理的に必要十分な時間や情報を提供しないも

の、買付条件等が対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に照らして著しく不十分または不
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適当であるもの、対象会社の企業価値の維持・増大に必要不可欠なステークホルダーとの関係を

破壊する意図のあるものなど、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少

なくありません。 

上記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれが認められる場合に

は、当該買付者を当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としては適切でないと判断す

べきであると考えます。 

 

 

Ⅱ．不適切な者による支配の防止に関する取組み（本プランの内容） 
  

１．本プラン導入の目的 

 

  本プランは、上記Ⅰ．に述べた基本方針に照らして、不適切な者によって当社の財務および事

業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みであります。 

特に当社グループの場合、アルミの素材から加工まで事業分野が多岐にわたっているため、外

部者である買付者からの提案を受けた際に、株主の皆さまが限られた時間の中で当社グループの

有形無形の経営資源、幅広い事業が有機的に結合して生み出すシナジー効果などを適切に評価し

たうえで、買付者の提案が企業価値ひいては株主共同の利益に及ぼす影響について、短期間のう

ちに的確な判断を行うことは容易ではないと思われます。 

  こうした事情に鑑み、当社取締役会は、当社株式に対する大規模な買付行為がなされた際に、

買付に応じるべきか否かを株主の皆さまがご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案する

ために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆さまのために買付者と交渉すること等を可能と

することで、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることにつながると考

えています。 

このため、当社は、大規模買付行為を行う際の情報提供等に関する一定のルール（以下「大規

模買付ルール」といいます。）を設定し、上記のような不適切な者によって大規模な買付行為がな

された場合の対応方針を含めた買収防衛策として、本プランを導入することといたしました。 

 

２．本プランの対象となる当社株式の買付 

 

本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループ（注1）の議決権割合（注2）を

20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの

議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（いずれについても事前に当社取締役会が同

意し、かつ公表したものを除き、また市場取引、公開買付（注3）等の具体的な買付方法の如何を

問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大

規模買付者」といいます。）とします。 

 

注１ ：特定株主グループとは、 

（ｉ） 当社株券等（金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。） の保有者（同

法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。）および

その共同保有者（同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づく共

同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。）または、 

（ⅱ） 当社株券等（同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。）の買付等（同法第27条の2

第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。）

を行う者およびその特別関係者（同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。） 

を意味します。 
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注２ ：議決権割合とは、 

（ⅰ） 特定株主グループが、注1の（ⅰ）記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（金融商品取

引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有

者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じと

します。）も加算するものとします。）または、 

（ⅱ） 特定株主グループが、注1の（ⅱ）記載の場合は、当該大規模買付者および当該特別関係者の

株券等保有割合（同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。）の合計 

をいいます。 

各株券等保有割合の算出にあたっては、総議決権の数（同法第27条の2第8項に規定するものをい

います。）および発行済株式の総数（同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。）は、

有価証券報告書、四半期報告書および自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参

照することができるものとします。 

注３ ：公開買付とは、金融商品取引法第27条の2第6項に規定される公開買付けをいいます。 

 

３．特別委員会の設置 

 

大規模買付ルールが遵守されたか否か、あるいは大規模買付ルールが遵守された場合でも、

当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものであること

を理由として対抗措置をとるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、

本プランを適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その

判断の合理性・公正性を担保するため、特別委員会規程（概要につきましては、別紙１をご参

照ください。）を定めるとともに、特別委員会を設置することといたしました。特別委員会の

委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣か

ら独立している社外取締役、社外監査役または社外有識者（注）のいずれかに該当する者の中

から当社取締役会が選任します。設置当初における特別委員会の委員は、社外取締役として飯

島英胤氏、社外監査役として和食克雄氏、同じく結城康郎氏が就任いたしました（略歴につき

ましては、別紙２をご参照ください。）。なお、特別委員会の委員に就任した各氏は、日本軽金

属株式会社においても特別委員会の委員でありました。 

当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かを判断するに先立ち、特別委員会に対し対抗措

置の発動の是非について諮問し、特別委員会は当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上

の観点から大規模買付行為について慎重に評価・検討のうえで、当社取締役会に対し対抗措置

を発動することができる状態にあるか否かについての勧告を行うものとします。当社取締役会

は、特別委員会の勧告を最大限尊重したうえで対抗措置の発動について決定することとします。

特別委員会の勧告内容については、その概要を適宜公表することといたします。 

なお、特別委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされ

ることを確保するために、特別委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した第三者である

外部専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他

の専門家）等の助言を得ることができるものとします。 

注：社外有識者とは、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、

会社法等を主たる研究対象とする学識経験者、またはこれらに準ずる者をいいます。 

 

４．大規模買付ルールの概要 

 

(1) 大規模買付者による当社に対する意向表明書の提出 

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為または大規模買付行為

の提案に先立ち、まず、大規模買付ルールに従う旨の誓約を含む以下の内容等を日本語で記載し
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た意向表明書を、当社の定める書式により当社取締役会に提出していただきます。 

① 大規模買付者の名称、住所 

② 設立準拠法 

③ 代表者の氏名 

④ 国内連絡先 

⑤ 提案する大規模買付行為の概要 

⑥ 本プランに定められた大規模買付ルールに従う旨の誓約 

 

当社取締役会が、大規模買付者から意向表明書を受領した場合は、速やかにその旨を公表し、必

要に応じその内容について公表します。 

 

(2) 大規模買付者による当社に対する評価必要情報の提供 

当社取締役会は、上記(1)の①から⑥までの全てが記載された意向表明書を受領した日の翌日か

ら起算して１０営業日以内に、大規模買付者に対して、大規模買付行為に関する情報として当社

取締役会への提出を求める事項（以下「評価必要情報」といいます。）について記載した書面（以

下「評価必要情報リスト」といいます。）を交付し、大規模買付者には、評価必要情報リストの

記載に従い、評価必要情報を、当社取締役会に書面にて提出していただきます。 

評価必要情報の一般的な項目は以下のとおりです。その具体的内容は、大規模買付者の属性およ

び大規模買付行為の内容によって異なりますが、いずれの場合も当社株主の皆さまのご判断およ

び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な範囲に限定するものとします。 

 

① 大規模買付者およびそのグループ（共同保有者、特別関係者および組合員（ファンドの場合）

その他の構成員を含みます。）の概要（名称、事業内容、経歴または沿革、資本構成、当社

および当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。） 

② 大規模買付行為の目的、方法および内容（大規模買付行為の対価の価額・種類、大規模買

付行為の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為

および関連する取引の実現可能性等を含みます。） 

③ 大規模買付行為の価格の算定根拠（算定の前提となる事実、算定方法、算定に用いた数値

情報および大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内

容を含みます。） 

④ 大規模買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名

称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。） 

⑤ 大規模買付行為の完了後に想定している役員候補（当社および当社グループの事業と同種

の事業についての経験等に関する情報を含みます。）、当社および当グループの経営方針、

事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策等 

⑥ 大規模買付行為の完了後に予定する当社および当社グループの取引先、顧客、従業員等の

ステークホルダーと当社および当社グループとの関係に関しての変更の有無およびその内

容 

 

当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、大規模買付 

者に対し評価必要情報提供の期限を設定することがあります。ただし、大規模買付者から合理的

な理由に基づく延長要請があった場合は、その期限を延長することができるものとします。 

また、上記に基づき、当初提出された評価必要情報について当社取締役会が精査した結果、当該

評価必要情報が大規模買付行為を評価・検討するための情報として十分でないと考えられる場合

には、当社取締役会は、大規模買付者に対して、適宜合理的な期限を定めたうえ、評価必要情報

が揃うまで追加的な情報提供を求めることがあります。 
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当社取締役会は、大規模買付行為を評価・検討するための必要十分な評価必要情報が大規模買付

者から提出されたと判断した場合には、その旨の通知を大規模買付者に発送するとともに、その

旨を公表いたします。 

また、当社取締役会が評価必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわらず、大規模買付者か

ら当該情報の一部について提供が難しい旨の合理的な説明がある場合には、当社取締役会が求め

る評価必要情報が全て揃わなくても、大規模買付者との情報提供に係る交渉等を終了し、その旨

を公表するとともに、後記(3)の取締役会による評価・検討等を開始する場合があります。 

当社取締役会に提供された評価必要情報は、特別委員会に提出するとともに、株主の皆さまのご

判断のために必要であると認められる場合には、取締役会が適切と判断する時点で、その全部ま

たは一部を公表します。 

 

(3) 当社取締役会による評価必要情報の評価・検討等 

次に、当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会

に対し評価必要情報の提供を完了した後、対価を現金（円貨）のみとする公開買付による当社全

株式の買付の場合は最長６０日間またはその他の大規模買付行為の場合は最長９０日間を当社取

締役会による評価・検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」

といいます。）として設定します。 

取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて独立した第三者である外部専門家（ファイ

ナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）等の助言を

受けながら、提供された評価必要情報を十分に評価・検討し、特別委員会からの勧告を最大限尊

重したうえで、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表いたします。また、必要に

応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉することや、当社取

締役会として株主の皆さまへ代替案を提示することもあります。 

 

５．大規模買付行為がなされた場合の対応方針 

 

（1）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわ

らず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新株

予約権の無償割当等、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置をとることにより大

規模買付行為に対抗する場合があります。なお、大規模買付ルールを遵守したか否かを判断する

にあたっては、大規模買付者側の事情をも合理的な範囲で十分勘案し、少なくとも評価必要情報

の一部が提出されないことのみをもって大規模買付ルールを遵守しないと認定することはしない

ものとします。 

 

（2）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行

為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示する

ことにより、株主の皆さまを説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置

はとりません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆さまにおいて、当該買付提

案および当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただく

ことになります。 

ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例えば

以下の①から⑧のいずれかに該当し、その結果として当社に回復し難い損害をもたらすなど、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断し、かつ対抗措置を

発動することが相当であると認められる場合には、例外的に当社取締役会は、当社の企業価値ひ
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いては株主共同の利益を守ることを目的として必要かつ相当な範囲で、上記(1)のに記載の対抗措

置の発動を決定することができるものとします。 

 

① 真に当社グループの経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高

値で当社の関係者に引き取らせる目的で当社株式の買収を行っていると判断される場合

（いわゆるグリーンメーラーである場合） 

② 当社グループの経営を一時的に支配して当社グループの事業経営上必要な知的財産権、ノ

ウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者やそのグループ会社等に移譲

させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で当社株式の買収を行っていると判断される

場合 

③ 当社グループの経営を支配した後に、当社グループの資産を大規模買付者やそのグループ

会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で当社株式の買収を行っていると判断

される場合 

④ 当社グループの経営を一時的に支配して当社グループの事業に当面関係していない不動産、

有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせ

るかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株式の高値売り抜けを

する目的で当社株式の買収を行っていると判断される場合 

⑤ 大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付

で当社株式の全部の買付を勧誘することなく、二段階目の買収条件を不利に設定し、ある

いは明確にしないで、公開買付等による株式の買付を行うことをいいます。）等の、株主の

皆さまのご判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の皆さまに当社株式の売却を強

要するおそれがあると判断される場合 

⑥ 大規模買付者の提案する当社株式の買付条件（買付対価の種類および金額、当該金額の算

定根拠、その他の条件の具体的内容、違法性の有無、実現可能性等を含みますがこれらに

限りません。）が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に照らして不十分または不適切で

あると判断される場合 

⑦ 大規模買付者による支配権獲得により、当社株主はもとより、顧客、従業員、地域社会そ

の他のステークホルダーとの関係を破壊する等によって、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益を著しく損なうと判断される場合 

⑧ 大規模買付者の経営陣または主要株主に反社会的勢力と関係を有する者が含まれている場

合等、大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切であると合

理的な根拠をもって判断される場合 

 

（3）取締役会の決議および株主意思確認総会の開催 

当社取締役会は、上記(1)または(2)において対抗措置の発動の是非について判断を行う場合は特

別委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討したうえで対抗措置発

動または不発動等に関する会社法上の機関としての決議を行うものとします。 

具体的にいかなる手段をとるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したもの

を選択することとします。当社取締役会が具体的対抗措置として、例えば新株予約権の無償割当

を行う場合の概要は原則として別紙３に記載のとおりですが、実際に新株予約権の無償割当をす

る場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使

条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間および行使条件を設けることがあり

ます。 

また、当社取締役会は、特別委員会が対抗措置の発動について勧告を行い、発動の決議につい

て株主の皆さまの意思を確認するための株主総会（以下「株主意思確認総会」といいます。）の開

催を要請する場合には、株主の皆さまに本プランによる対抗措置を発動することの可否を十分に
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ご検討いただくための期間（以下「株主検討期間」といいます。）として最長６０日間の期間を設

定し、当該株主検討期間中に当社株主意思確認総会を開催することがあります。 

当社取締役会において、株主意思確認総会の開催等を決議した場合は、取締役会評価期間はそ

の日をもって終了し、ただちに、株主検討期間へ移行することとします。 

当該株主意思確認総会の開催に際しては、当社取締役会は、大規模買付者が提供した評価必要

情報、評価必要情報に対する当社取締役会の意見、当社取締役会の代替案その他当社取締役会が

適切と判断する事項を記載した書面を、株主の皆さまに対し、株主意思確認総会招集通知ととも

に送付し、適時適切にその旨を開示します。 

株主意思確認総会において対抗措置の発動または不発動について決議等がなされた場合、当社

取締役会は、当該株主意思確認総会の決議等に従うものとします。したがって、当該株主意思確

認総会が対抗措置を発動することを否決する決議等がなされた場合には、当社取締役会は対抗措

置を発動いたしません。また、当該株主意思確認総会の終結をもって株主検討期間は終了するこ

ととし、当該株主意思確認総会の結果は、適時適切に開示いたします。 

 

（4）大規模買付行為待機期間 

株主検討期間を設けない場合は、上記４．（１）「大規模買付者による当社に対する意向表明書

の提出」に記載の意向表明書が当社取締役会に提出された日から取締役会評価期間終了までを、

また株主検討期間を設ける場合には取締役会評価期間と株主検討期間の合わせた期間終了までを

大規模買付行為待機期間とします。そして大規模買付行為待機期間においては、大規模買付行為

は実施できないものとします。 

したがって、大規模買付行為は、大規模買付行為待機期間の経過後にのみ開始できるものとし

ます。 

 

 (5) 対抗措置発動の停止等について 

上記(3)において、当社取締役会または株主意思確認総会において具体的対抗措置を講ずること

を決議した後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行った場合など対抗措置

の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、特別委員会の意見または勧告を最大限

尊重したうえで、対抗措置の発動の停止等を行うことがあります。 

例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当を行う場合、当社取締役会において、無償割当

が決議され、または、無償割当が行われた後においても、大規模買付者が大規模買付行為の撤回

または変更を行うなど対抗措置の発動が適切でないと取締役会が判断した場合には、特別委員会

の勧告を最大限尊重したうえで、新株予約権の効力発生日の前日までの間は、新株予約権無償割

当の中止、または新株予約権無償割当後においては、行使期間開始日の前日までの間は、当社に

よる当該新株予約権の無償取得（当社が新株予約権を無償で取得することにより、株主の皆様の

新株予約権は消滅します）の方法により対抗措置発動の停止等を行うことができるものとします。 

このような対抗措置発動の停止等を行う場合は、特別委員会が必要と認める事項とともに速や

かな情報開示を行います。 

 

６．本プランによる株主の皆さまに与える影響等 

 

（1）大規模買付ルールが株主の皆さまに与える影響等 

大規模買付ルールは、株主の皆さまが大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情

報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の皆さまが代替案の提示

を受ける機会を確保することを目的としています。これにより株主の皆さまは、十分な情報およ



8 

び提案のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切なご判断をすることが可能となり、

そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の保護につながるものと考えます。したがい

まして、大規模買付ルールの設定は、株主の皆さまが適切なご判断を行ううえでの前提となるも

のであり、株主の皆さまの利益に資するものであると考えております。 

なお、上記５．「大規模買付がなされた場合の対応方針」に記載のとおり、大規模買付者が大規

模買付ルールを遵守するか否か等により大規模買付行為に対する当社の対応方針が異なりますの

で、株主の皆さまにおかれましては、大規模買付者の動向にご注意ください。 

 

（2）対抗措置発動時に株主の皆さまに与える影響  

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合、または大規模買付者が大規模買付ルー

ルを遵守した場合であっても当該大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社

の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断され、かつ対抗措置を発動することが

相当であると認められる場合には、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を

守ることを目的として、新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律および当社定款により認

められている対抗措置をとることがあります。 

しかしながら、当該対抗措置の仕組上、当社株主の皆さま（大規模買付ルールを遵守しない大規

模買付者、および大規模買付ルールを遵守した場合であっても会社に回復し難い損害をもたらす

など当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められるような大規模買付行為

を行う大規模買付者を除きます。）が法的権利または経済的側面において格別の損失を被るよう

な事態が生じることは想定しておりません。 

当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令および当社が上場する金融

商品取引所の規則等に従って適時適切に開示いたします。 

対抗措置の一つとして、例えば新株予約権の無償割当を実施する場合には、新株予約権の割当

期日において株主名簿に記録されている株主の皆さまに対して割当を実施します。株主の皆さま

は引受けの申込みを要することなく新株予約権の割当を受け、また当社が新株予約権の取得の手

続きをとることにより、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく当社による新株予

約権の取得の対価として当社株式を受領することになるため、申込みや払込み等の手続は必要と

なりません。ただし、この場合、当社は、新株予約権の割当を受ける株主の皆さまに対し、別途

ご自身が大規模買付者等でないこと等を誓約する当社所定の書式による書面のご提出を求めるこ

とがあります。   

これらの手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権を発行することとなった際に、法令お

よび当社が上場する金融商品取引所の規則等に基づき別途お知らせいたします。 

なお、当社は、新株予約権の割当期日や新株予約権の効力発生後においても、例えば、大規模買

付者が大規模買付行為を撤回した等の事情により、新株予約権の効力発生日の前日までに、新株

予約権の割当を中止し、または新株予約権の行使期間開始日の前日までに、当社が新株予約権者

に当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得することがあります。これらの場合に

は、１株あたりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして当社株式等の売買等を行った株

主または投資家の皆さまは、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。 

 

７．本プランの適用開始、有効期限および廃止 

 

本プランは、平成２４年１０月１日より発効することとし、有効期限は平成２５年６月３０日ま

でに開催される当社第１回定時株主総会の終結の時までとします。本プランは、発効した後であ

っても、①当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当社取締役会

により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。 

また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利益の
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向上の観点から随時見直しを行い、当社株主総会の承認を得て本プランの変更を行うことがあり

ます。このように、本プランについて更新、変更、廃止等の決定を行った場合には、その変更内

容等を速やかに開示します。 

  なお、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、当社が上

場する金融商品取引所の規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するの

が適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合等、株主の皆

さまに不利益を与えない場合には、必要に応じて特別委員会の賛同を得たうえで、本プランを修

正し、または変更する場合があります。 

 

Ⅲ．本プランの合理性について （本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社

の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目

的とするものではないことについて） 

 

１．買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 

 

本プランは、経済産業省および法務省が平成１７年５月２７日に発表した「企業価値・株主共

同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主

共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を充

足しています。 

また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成２０年６月３０日に発表した報告書「近 

時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえたものとなっております。 

 

２．株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 

 

本プランは、上記Ⅱ．１．「本プラン導入の目的」にて記載したとおり、当社株式に対する大

規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆さまがご判断

し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆

さまのために買付者と交渉を行うこと等を可能とすることで、当社の企業価値ひいては株主共同

の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入したものです。 

 

 

３．独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

 

大規模買付行為に関して当社取締役会が評価・検討、取締役会としての意見の取りまとめ、代

替案の提示、もしくは大規模買付者との交渉を行い、または対抗措置を発動する際には、独立し

た第三者である外部専門家の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立してい

る委員で構成される特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされておりま

す。 

また、その勧告内容の概要については株主の皆さまに公表することとされており、当社の企業

価値ひいては株主共同の利益に適うように本プランの透明な運用を担保するための手続きも確保

されております。 

 

４．デッドハンド型やスロー・ハンド型の買収防衛策ではないこと 

 

本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃止す
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ることができるものとされており、当社の株式を大量に買い付けようとする者が、自己の指名す

る取締役を当社株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止

することが可能です。  

したがって、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させ

てもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。 

また、当社の取締役任期は１年のため、本プランは、スロー・ハンド型買収防衛策（取締役の

交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間がかかる買収防衛策）でも

ありません。  

 

 

以 上 



11 

（別紙１） 

特別委員会規程の概要 

 

１．特別委員会は、当社取締役会の決議により設置する。 

 

２．特別委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行

う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役または社外有識者のいずれかに該当する者

の中から、当社取締役会が選任する。ただし、社外有識者とは、経営経験豊富な企業経営者、

投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象とする学識経験

者、またはこれらに準ずる者を意味し、これらの中から適任者を選任するものとする。 

 

３．特別委員会は、当社取締役会から諮問を受けた、大規模買付行為に対抗するための新株予約権

の発行等、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置の発動または不発動および株

主意思確認のための株主総会開催の要否、大規模買付者との事後交渉に基づく新株予約権の無

償取得、発行中止その他の対抗措置の停止または変更案、その他、取締役会が特別委員会に勧

告、助言または意見を求める事項などについて、原則としてその決定の内容を、その理由およ

び根拠を付して当社取締役会に対して勧告するとともに、必要に応じて助言または意見を行う

ことができる。なお、特別委員会の各委員は、こうした決定にあたっては、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うこととする。 

 

４．特別委員会は、当社の費用で、独立した第三者である外部専門家（ファイナンシャル・アドバ

イザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）等の助言を得ることができる

ものとする。 

 

５．特別委員会決議は、委員の過半数をもってこれを行う。 

 

以 上 
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（別紙２） 

特別委員会の委員の略歴 

 

本プラン導入時の特別委員会の委員は、以下の３名であります。 

 

飯 島 英 胤（いいじま ひでたね） 

東レ株式会社 特別顧問 

昭和１０年５月５日生 
（略歴） 

昭和３４年 ４月 

平成１１年 ６月 

平成１３年 ６月 

平成１４年 ６月 

平成１５年 ６月 

平成１６年 ６月 

平成２４年１０月 

 

東洋レーヨン株式会社（現東レ株式会社）入社 

同社代表取締役副社長 

同社相談役 

株式会社東レ経営研究所代表取締役会長兼社長 

東レ株式会社特別顧問（現在に至る） 

日本軽金属株式会社社外取締役 

当社社外取締役（現在に至る） 

 

和 食 克 雄（わじき かつお） 

公認会計士 

昭和１３年２月２２日生 
（略歴） 

昭和３６年１２月 

昭和３９年 ７月 

昭和５８年 ６月 

平成１０年 ７月 

平成１７年 ４月 

平成１８年 ６月 

平成２０年 ４月 

平成２４年１０月 

 

ロー・ビンガム・アンド・トムソンズ会計事務所入所 

公認会計士開業登録（現在に至る） 

青山監査法人代表社員 

同監査法人顧問 

法政大学大学院アカウンティング専攻教授 

日本軽金属株式会社社外監査役 

法政大学大学院アカウンティング専攻客員教授 

当社社外監査役（現在に至る） 

 

 結 城 康 郎（ゆうき やすお） 

弁護士 

昭和２３年９月７日生 

（略歴） 

昭和４８年 ４月 

平成 ６年 ４月 

平成 ８年 ４月 

平成１２年 １月 

平成１５年 ４月 

平成１６年 ４月 

平成２０年 ６月 

平成２４年１０月 

 

東京弁護士会弁護士登録（現在に至る） 

東京弁護士会副会長 

最高裁判所司法研修所刑事弁護教官 

司法試験考査委員 

日本弁護士連合会常務理事 

専修大学法科大学院客員教授 

日本軽金属株式会社社外監査役 

当社社外監査役（現在に至る） 

 

上記、特別委員会の各委員と当社の間には特別の利害関係はありません。 

以 上 
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（別紙３） 

新株予約権無償割当の概要 

 

1. 新株予約権無償割当の対象となる株主およびその割当方法 

当社取締役会で定める一定の日（以下「割当期日」といいます。）における最終の株主名簿に

記録された株主に対し、その所有する当社普通株式（ただし、当社の所有する当社普通株式を除

く。）１株につき１個の割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割当てる。 

 

2. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個あたりの目的となる

株式の数は当社取締役会が別途定める数とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う

場合は、所要の調整を行うものとする。 

 

3. 株主に割り当てる新株予約権の総数 

当社取締役会が定める割当期日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式

総数（ただし、当社の所有する当社普通株式を除く。）を減じた数を上限とする。なお、当社取

締役会は、複数回にわたり新株予約権の割当を行うことがある。 

 

4. 各新株予約権の行使に際して出資される財産およびその価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は１円以上で当社取締役会

が定める額とする。ただし、当社取締役会が取得条項に基づき、新株予約権を取得することを決

定した場合には、行使価額相当の金額を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価

として、株主に新株を交付する。 

 

5. 新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 

 

6. 新株予約権の行使条件 

議決権割合が２０％以上の特定株主グループに属する者（ただし、あらかじめ当社取締役会が

同意した者を除く。）は、新株予約権を行使できないものとする。 

新株予約権は、大規模買付行為が完了したことを当社取締役会が認めて開示した日から１０日

を経過した後でなければ行使できないものとする。詳細については、当社取締役会において別途

定めるものとする。 

 

7. 新株予約権の行使期間等 

新株予約権の割当がその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項については、

当社取締役会が別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記６．の行使条件のため

新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権１

個につき当社取締役会が別途定める株数の当社普通株式を交付することができる旨や当社が新株

予約権に当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得する旨の条項を定めることがあ

る。 

 

 

以 上 
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（参考資料） 

日本軽金属株式会社株式の状況（平成２４年３月３１日現在） 

 

１．発行可能株式総数 1,600,000,000株 

 

２．発行済株式総数   545,126,049株 

 

３．株主数         36,779名（単元株主数、自己株式を除く） 

 

４．大株主（上位10名） 

 

株 主 名 

  

持株数 

 千株 

 

持株比率 

   ％ 

 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 61,927 11.4 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 27,592 5.1 

第一生命保険株式会社 20,001 3.7 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 15,771 2.9 

朝日生命保険相互会社 15,000 2.8 

公益財団法人軽金属奨学会 14,910 2.7 

日軽ケイユー会 14,482 2.7 

株式会社みずほコーポレート銀行 11,263 2.1 

滑川軽銅株式会社 8,495 1.6 

みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほコーポ

レート銀行口再信託受託者資産管理サービス信託銀

行株式会社 
8,435 1.6 

（注）持株比率は、自己株式数（1,059,776株）を控除して計算しております。 

 

 

以 上 
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（参考資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）本図は、本プランのご理解に資することを目的として、代表的な手続きの流れを図式化したものであり、必ずしも全ての手続き

を示したものではございません。詳細につきましては、本文をご覧ください。 

大規模買付ルールを遵守した場合 

大規模買付者 

大規模買付ルール 

取締役会から必要情報リストの提出 

対抗措置不発動 

↓ 

株主の皆さまのご判断 

取締役会評価期間 

60日または 90日 

株主意思確認総会による株主判断 

可決 

対抗措置の発動 

大規模買付ルールを遵守しない場合 

取締役会による発動の判断 

大規模買付者から意向表明書の提出 意向表明書が提出されない 

必要情報が提出されない 大規模買付者から必要情報の提出 

評価期間満了前の買付 ・買収提案の評価、検討        

・代替案の立案 

・大規模買付者との交渉  

特別委員会 

原
則
不
発
動
の
判
断 

株主意思確認総会を開催する場合 
 

株主検討期間 60日 

企業価値ひいて

は株主共同の利

益を著しく毀損

する場合 発動の判断 

取締役会 

否決 

諮問 

勧告 

諮問 

勧告 

本プランの概要 大規模買付開始時のフロー 

検討期間満了前の買付 


